
■公益通報者保護法

公益通報窓口の設置

内部（社内）通報窓口

１）通報窓口

根本法律事務所

２）通報受付の方法

①書面（郵送）

〒101ｰ0052 東京都千代田区神田小川町1-6-4 新福神ビル3階

②電子メール tuuhou-fyou@nemoto-low.jp

外部（社外）窓口

１）通報窓口

企画総務部長

２）通報受付の方法

①電話 03ｰ5623ｰ7007

②電子メール tuuhou@f-you.co.jp



■公益通報者保護法

公益通報の流れ

役員および社員からの通報（通報者）

内部(社内)通報窓口 外部(社外)通報窓口

通報･相談通報･相談

連絡

通報対応事実の調査､不正行為の有無

公益通報対応従事者（社内従事者）

是正措置および再発防止措置

通報者への結果の通知

調査必要･不正行為あり

「通報対応事実」とは、対象となる法律に違反する行為

「公益通報者保護法」とは、企業の不祥事による被害拡大を防止するための内部通報について、通報者の保護に
関するルールを定めた法律です。
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